
設立趣意書 

 1975年の「国際婦人年」及びこれに続く「国連婦人の 10年」を契機として、世界各国では、女性の地

位向上や女性に対するあらゆる差別の撤廃に向けての取り組みが積極的に進められてきました。 

  我が国においても、男女雇用機会均等法の制定をはじめ国内関係法の整備を行い、「女子に対す

るあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」を批准するとともに、新国内行動計画を策定し、女性関

係施策を推進しております。 

  大阪府においても第 1期、第 2期行動計画に続き、平成 3年 9月には第 3期行動計画「女と男の

ジャンプ・プラン」を策定し、知事を本部長とする大阪府女性政策企画推進本部のもとに女性問題の解

決を図るための施策を積極的に推進しております。 

  大阪が地球時代にふさわしく、人間と自然の調和を保ち、かつ文化の薫り高い国際都市へ発展して

いくためには、男女が共に人間として尊重され、性差にとらわれることなく、豊かな人間関係のなかで、

人生のあらゆる段階で支えあうことのできる社会、即ち、男女の自立並びにあらゆる分野への対等な

参加・参画に基づく男女協働社会を実現することが不可欠であります。 

  しかしながら、男女の固定的な役割分担意識はまだ根強く、男女の自立及びあらゆる分野への対

等な参加・参画を不十分なものとしています。また、近年における高齢化、情報化、国際化等の急激な

進展により、女性問題に係る新たな課題が生じてきております。 

  男女協働による真に豊かな社会を実現するためには、行政の力だけで達成できるものではなく、民

間においても女性問題の解決に向けて社会的な気運の醸成を図るとともに、企業、民間団体さらには

府民一人ひとりが知恵と創意を発揮して積極的な活動を展開することが重要です。 

 財団法人大阪府男女協働社会づくり財団は、そうした行政並びに府民、民間団体等が連携した多様

な活動を効果的に推進するために中心的な役割を果たすとともに、男女の自立とあらゆる分野への対

等な参加及び参画を促進するため、情報の収集及び提供に関する事業、能力開発に関する事業、女

性の抱える問題に関する相談事業、女性の交流の促進並びに文化及び表現活動の支援に関する事

業、調査研究及び啓発学習に関する事業、女性の健康に関する事業及びドーンセンター(大阪府立女

性総合センター)の管理運営を行うこと等により、男女協働社会の実現に寄与することを目的として設

立するものであります。 

平成 6年 4月 1日 

財団法人 大阪府男女協働社会づくり財団 

（平成 15年 4月 1日 財団法人 大阪府男女共同参画推進財団に名称変更） 

（平成 22年 4月 1日 財団自立化） 

（平成 24年 4月 1日 一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団に移行、設立） 


